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①西日本豪雨被災地への緊急支援金(寄付)を募りま

す	

＜VOL.2＞	

西日本豪雨から２週間が経ちますが、被災地ではまだまだ復旧できない状

況が続いています。猛暑の中、被災者やご家族、ボランティアの皆さんも

含めて大変なご苦労をされています。これからは、災害ゴミの処理や感染

症・熱中症などの心配が数多く発生してくることと思われます。	

被災地では水が引いた地域でもライフラインの復旧が遅れていて、困難な

生活が続いていることと思います。また、物資の供給や猛暑の中での体調

管理など、課題も浮き彫りになってきています。	

市民協では、現地の復旧・救援活動を行っている NPO へ支援金を送りた

いと考えています。支援金に協力いただける方は、市民協事務局にご連絡

ください。	 お振込みの場合は、通信欄に団体名、氏名、住所、電話番号、

(金額)、連絡事項	 等をご記入ください。	

市民協は、皆さんからの寄付を、被災地への支援金として活用していきま

す。	

支援の輪を広げていきますので、支援金(寄付)募金にご協力をお願いい

たします。	

mailto:info@seniornet.ne.jp
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≪寄附口座≫	

銀行名：三井住友銀行	

支店：浜松町支店	

口座番号：普通	 7005189	

口座名：福祉口	 特定非営利活動法人	 市民福祉団体全国協議会	

※西日本豪雨支援寄附について寄附申込書はこちらから・・	

https://files.acrobat.com/a/preview/9a623853-ab04-44ec-b453-

93db24e2a69e	

	

※前号の市民協 MM(メールマガジン)での呼びかけで、支援金寄付の申し出

が	

寄せられていますが、支援金として被災地に送金するにはまだまだ不足し

ています。	 皆さんのご協力をお願いいたします。	

	

◎市民協は７月１０日(火)から新事務所に移転しました。	

	

この度諸般の事情により、長年お世話になった日本女子会館を離れ、心機一転、	

下記の通り新しい住所に移転することになりました。	

急なお知らせで誠に申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。	

これを機にさらに業務の充実を図り、皆様のご期待に添えますよう一層の努力	

を重ねてまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますようよろしくお願	

い致します。	

尚、電話番号と FAX 番号は従来通りです。	

	

市民協	 新事務所	 	 桔梗備前ビル 802 号室 

	 	

〒105-0003	 東京都港区西新橋 1-19-6	桔梗備前ビル 802 号室	

	 	 	 ☎０３-６８０９-１０９１		 FAX０３-６８０９-１０９３	

	 ※電話番号・FAX は変わりません	

	

	案内図は、添付の地図をご覧ください。	

	

◆厚生労働省からのお知らせ	

https://files.acrobat.com/a/preview/9a623853-ab04-44ec-b453-93db24e2a69e
https://files.acrobat.com/a/preview/9a623853-ab04-44ec-b453-93db24e2a69e
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◆介護保険最新情報 vol.665 
《内容》「平成 30年 7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉 
	 	 	 	 	 避難所として開設された場合の取扱いについて」 
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0717092240139/ksvol665.pdf?from=mail 
 
 
 ◆平成 30年７月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて 
（その５） 
当該事務連絡で、災害救助法が適用された地域すべてが実施市町村となりましたので、今後新たに災害救助

法が適用されない限りこちらが最終版になります。 
厚生労働省のホームページにて発出した事務連絡等は随時掲載しておりますので、こちらもご参照ください。	  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592_00001.html 
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≪特別賛助会員団体≫ …市民協の運営にご支援を頂いています… 

 ★ＮＡＬＣ★全労済★ぐるーぷ藤★ぬくもり福祉会たんぽぽ★介護サービスさくら★じゃんけんぽん★グループたすけ

あいエプロン★医療法人創健会ウェルネス★思いやり支援センターくまの★まごころサービス福島センター★たすけ

あい組織鼓楼★ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆☆☆・・☆☆☆・・・・‣	
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